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令和７年１１月 10 日 

 

紅葉の候、皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

保護者療育研修会の第３回目を下記の通り開催致します。 

今回は、幼児期に受けられる障害福祉サービスや相談支援等について、わかりやすく 

教えて頂く予定です。是非参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１、日時  令和７年１２月５日（金）午後１時３０分～３時 

 

２、会場  鶴岡市総合保健福祉センター にこ♥ふる 3 階 大会議室 1 

 

３、講師  相談支援センターあおば      

所長  齋藤夕子氏    相談支援専門員 田澤恵美氏 

 

４、内容  子どもたちに必要な福祉サービスの利用の仕方、手帳の申請方法、 

就学の際に利用できる放課後等デイサービスについてなど 

 

 

 

 

 

５、対象  お子さんの発達を心配している、または発達障害のある未就学児の保護者 

       

６、申込み 電子申請、または在園している園。締め切り １２月１日（月） 

 

 

 

 

 

 

お申込みは 

こちらから 

      

≪申込み・問合わせ先≫ 

鶴岡市総合保健福祉センター にこ♥ふる内 

鶴岡市こども家庭センター（担当）安野・近藤 

TEL２５－２７４１  FAX２５－２４７１ 

障害福祉サービスはどん

なことをしてくれるの？ 
療育手帳の活用法は？ 

放課後デイサービスは 

誰でも利用できるの？ お話の後に個別の相談の時間も設けています 

 



 

送信先：FAX ２５-２４７１ (FAX送信票添書不要) 

こども家庭センター 行  

 

12 月５日（金）第３回保護者療育研修会 参加申込書 

 

園 名 
 

電話番号  

 

 

お子さんの名前 保護者名 連絡先 

   

   

   

 

 

質問などがあればお書きください。 


